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出願商標「ＮＹＬＯＮ」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 28(行ケ)10178・

平成 29年 2月 23日（2部）判決＜請求棄却＞ 

 

 

 

 

 

 

【事案の概要】 

 本件は，商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟で

ある。争点は，本願商標が「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるこ

とを認識することができない商標」（商標法３条１項６号）に当たるか，である。 

１ 本願商標及び特許庁における手続の経緯等 

 原告（カエルム株式会社）は，下記の「ＮＹＬＯＮ」という欧文字を横書き

してなる商標（本願商標）につき，平成２５年９月３０日にした登録出願（商

願２０１３－７６１６６号。甲１１，１２）の分割出願として，平成２６年６

月９日，第９類，第１８類，第２５類及び第３５類に属する商品及び役務を指

定商品及び指定役務として，登録出願をしたが（本願。商願２０１４－４７０

８２。甲１１，１２），平成２７年３月２６日付けで拒絶査定を受けたので

（甲１５），同年６月２６日拒絶査定不服審判請求をした（不服２０１５－１

２１７８号。甲１６）。 

 原告は，同日付け及び平成２８年２月２２日付けで指定商品及び指定役務を

変更する手続補正を行い（甲１７，２１），その結果，本願商標の指定商品及

び指定役務は，第３５類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供，履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かば

ん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となっ

た（本願役務）。 

 特許庁は，同年６月２４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審

決をし，その謄本は，同年７月６日，原告に送達された。特許庁は，同年９月

２９日，前記審決につき，本願役務等を訂正する旨の更正決定をした（乙

３）。 

（本願商標） 

   

 

２ 審決（更正決定後のもの。以下同じ）の理由の要点 

(1) 本願商標は，前記１のとおり，「ＮＹＬＯＮ」の欧文字を普通に用いら

れる方法で横書きしてなるものである。 

 
【キーワード】 

 需要者が認識不能の商標（法 3 条 1 項 6 号），普通に用いられる態様の文字

の範囲（デザイン書体） 

Ｇ－２２７ 
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 そして，「ＮＹＬＯＮ」の欧文字は，「広辞苑第六版」（株式会社岩波書

店）の「ナイロン【ｎｙｌｏｎ】」の項の記載（甲９の１），「新・田中千代

服飾辞典」（株式会社同文書院）の「ナイロン［Ｎｙｌｏｎ］」の項の記載

（甲９の２），「コンサイスカタカナ語辞典第４版」（株式会社三省堂）の

「ナイロン［ｎｙｌｏｎ］」の項の記載（甲９の３）によれば，「（合成繊維

の）ナイロン」を表す語として一般に知られている。 

 また，本願役務の分野においては，「ＮＹＬＯＮ」の欧文字及びこれを片仮

名で表した「ナイロン」の文字が，１０サイトのウェブサイトの記載（甲１０

の１～１０）のとおり，当該役務の取扱商品であるかばん類や被服，靴等の原

材料を表すものとして広く一般に使用されている。 

 そうすると，本願商標を，その指定役務である被服，履物及びかばん類を取

扱商品とする小売等役務に使用するときは，これに接する需要者は，「当該小

売等役務で取り扱われる商品がナイロン製の商品であること」を容易に理解す

るにとどまるというのが相当である。 

 したがって，本願商標は，単に小売等役務の取扱商品の品質，原材料を普通

に用いられる方法で表したにすぎないものであって，自他役務の識別標識とし

ての機能を果たし得ないというべきであり，商標法３条１項６号に該当する。 

(2) 本願商標を構成する各欧文字については，子細にみれば僅かにデザイン

化されているが，当該デザインは，一見しただけでは判別するのが困難といえ

る程微細なものであり，本願商標に接する需要者が，デザインが施されている

とは認識し得ないというのが相当である。したがって，普通に用いられる態様

の文字の範囲を脱しているものとはいえない。 

(3) 小売等役務には，例えば，店員が顧客に商品の説明をするような便益の

提供も含まれ得ることを踏まえれば，商品の品質，原材料等を表示する文字

は，店員が顧客に商品の説明をする際に誰しもが必要とするものであって，識

別標識として機能し得るとはいい難く，本願商標をその指定役務である小売等

役務に使用するときは，当該役務の取扱商品の品質，原材料を表すものであっ

て，自他役務の識別標識としての機能を欠くものといわざるを得ない。 

(4) 甲１～８によれば，原告が発行する雑誌の題号は，「ＮＹＬＯＮ」の末

尾の「Ｎ」の下に小さく「ＪＡＰＡＮ」の欧文字が付されているものであり，

また，当該雑誌は，業界において「ＮＹＬＯＮ ＪＡＰＡＮ（ナイロンジャパ

ン）」と称されていることがうかがえるから，本願商標が単独で広く知られて

いる事実を見いだすことができない。さらに，甲１～８を見ても，本願商標が

その指定役務の需要者の間において，直ちに原告が発行する雑誌の題号を想起

するほどに知られているとは認められず，また，仮に女性ファッション誌の分

野の需要者の間において，本願商標が原告に係る商品を表すものとして相当程

度知られているとしても，そのことから直ちに，本願役務の需要者が，前記雑

誌の需要者と一致するとまではいい難いから，結局，本願商標から直ちに原告

が発行する雑誌の題号を想起するともいえない。 
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【原告主張の審決取消事由（商標法３条１項６号該当性判断の誤り）】 

 審決は，本願商標が商標法３条１項６号に該当するから登録することができ

ないと判断したが，審決は，本願商標の自他役務の識別標識としての機能につい

ての認定を誤り，本願商標の同号該当性の判断を誤ったものである。 

 本願商標は，各構成文字及び全体の構成態様に特徴があり，「ＮＹＬＯＮ」の

欧文字を「普通に用いられる方法で」横書きしてなるものではないし，その指定

役務に係る取引の実情等を勘案すれば，本願商標は，その役務に係る小売の業務

において取り扱われる商品の品質，原材料（素材）を表したものと認識されるに

とどまるものではなく，商標法３条１項６号に該当するものではない。 

１ 本願商標の構成態様に基づく識別標識としての機能について 

(1) 本願商標は，前記第２の１のとおりの構成態様からなり，本願商標を構

成する各文字「Ｎ」，「Ｙ」，「Ｌ」，「Ｏ」，「Ｎ」は，全て大文字であ

り，極めて太い線で描かれているほか，それぞれ以下の特徴がある。 

ア 「Ｎ」の文字は，赤丸部分で示した部分において線の内部に向かう切れ込

みを有する。 

イ 「Ｙ」の文字は，その上部の２本に分かれる線の幅が中央部より上部にか

けていずれも広がっている。 

ウ 「Ｌ」の文字は，横線部分が縦線部分に比べて極めて短い。 

エ 「Ｏ」の文字は，全体としては縦の幅より横の幅が長くて扁平である。そ

の一方，太い線で囲まれて形成される中央の小さな丸図形部分は，逆に縦長

である。 

          

オ 本願商標は，全体として，各構成文字それぞれについて独特の書体で構成

しつつ，各文字の上端及び下端を揃え，文字の太さや細さのバランスをと

り，それらを横長矩形状の中に収めたようなまとまりとどっしりした存在感

がある。 

 

カ 以上のとおり，本願商標は，各構成文字及び全体に特徴があり，「ＮＹＬ
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ＯＮ」の欧文字を「普通に用いられる方法で」横書きしてなるものではな

い。 

キ 本願商標が欧文字「ＮＹＬＯＮ」を「Ｆｕｔｕｒａ」と称する書体と酷似

するもので書いていることは，被告指摘のとおりであるが，原告被告が提出

した証拠の中に，この書体を用いて「ＮＹＬＯＮ」を表示したものはない。 

(2) 本願商標に接する主体は，ブランド価値によって価格が大きく異なるフ

ァッション商品の小売役務の需要者であるから，ブランド価値を形成する重要

なツールである商標に対する注意力は，機能が重視される機械製品などの需要

者に比べて格段に高い。 

 また，需要者は，「被服」，「履物」，「かばん類及び袋物」の商品の小売

店舗で本願商標に接するが，需要者は，商品に使用された商標，商品の原材料

表示及び小売店舗の看板・制服・カゴ等に使用された小売役務の提供主体を示

す本願商標を十分に吟味できる環境にある。 

 このように，本願商標に接する需要者は，本願商標に施されているデザイン

を十分認識することができる。 

２ 大文字「ＮＹＬＯＮ」単独では原材料表示と認識されないことについて 

(1) 審決は，「ＮＹＬＯＮ」の欧文字は，「（合成繊維の）ナイロン」を表

す語として一般に知られていると認定するが，審決がその根拠とする甲９の１

～３は，いずれも片仮名「ナイロン」についての説明であり，その説明中の欧

文字も「Ｎｙｌｏｎ」又は「ｎｙｌｏｎ」であり，大文字「ＮＹＬＯＮ」では

ない。 

 また，我が国において，通常，大文字「ＮＹＬＯＮ」が単独で，商品の原材

料として商品に表示される状況にはない。家庭用品品質表示法によれば，ナイ

ロンを「被服」，「履物」，「かばん類及び袋物」の原材料として表示するに

は，「ナイロン１００％」のようにその混用率を表示しなければならず，審決

が引用する甲１０の１～１０も含め，原被告が提出した証拠において，大文字

「ＮＹＬＯＮ」が単独で原材料等を表示するために用いられているものはな

い。いずれにおいても，「ＮＹＬＯＮ」の文字は，商品名と結合して一連の名

称として用いられているか，又は，片仮名「ナイロン」がその説明中に存在し

ている。 

 このように，「ＮＹＬＯＮ」は，商品の原材料の表示の一部として用いられ

ることはあるが，それ自体で単独で被服，履物，かばん類及び袋物の原材料を

表示することはなく，もちろん，本願商標の文字書体により原材料を表示した

ものもない。他方，本願商標は，小売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供を，他者のものと区別するために店舗の看板等において単独で使用す

るものであるから，これに接した需要者は，店舗の看板等における本願商標の

使用態様を見て，商品の原材料を表示したものではなく，店舗の名称と認識す

ることが可能である。 

(2) 被告は，本願商標をその指定役務に使用した場合，これに接する需要者
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は，小売の業務において取り扱われる商品の品質，原材料（素材）を表したも

のと認識するにとどまり，役務の出所を表示するものと認識することはないと

主張するが，本願商標に接した需要者で「ナイロン」と称呼することができな

い者が少なからず存在する。本願商標を読めない以上，商品の品質等の表示で

あると認識することはできない。 

 すなわち，本願商標が商品名と結合した一連の名称中にあるものではなく，

片仮名「ナイロン」が存在しない状態において，需要者がこれを被服，履物，

かばん類及び袋物の原材料にすぎないと認識するときには，本願商標をありふ

れた書体の「ＮＹＬＯＮ」と同視し，これを「ナイロン」と読み，合成繊維

「ｎｙｌｏｎ」又は「Ｎｙｌｏｎ」と同視し，合成繊維「ナイロン」を意味す

ると認識するものと考えられる。しかしながら，本願商標から生ずる称呼につ

いて，英語の学習機会が多い学生や被服等の繊維に比較的詳しいと思われる主

婦を多く含む，１０代から７０代の男女１２８人を対象として，アンケートを

実施したところ，直ちに「ナイロン」と読めると答えた者は３７人で，回答者

の約２９％にすぎず，その余の９１人，すなわち，約７１％の人は，本願商標

を直ちに「ナイロン」とは読めないという結果であった（甲２６）。しかも，

「ナイロン」と読めるとした約２９％の回答者が，合成繊維の「ナイロン」を

直ちに認識するかどうかも，明らかではないし，本願商標の文字書体から単な

る品質表示ではないと認識する者も存在すると考えられるから，本願商標から

直ちに合成繊維「ナイロン」を想起する者の数は，より少ないものと考えられ

る。本願商標に接する需要者は，「ナイロン」という称呼と合成繊維「ナイロ

ン」の観念を抽出できない一方，その書体と構成態様の特徴とが相まって，小

売役務の出所表示と認識するのが自然である。 

(3) 被告は，本願役務に係る取引の実情等を勘案すれば，本願商標は，その

役務に係る小売の業務において取り扱われる商品の品質，原材料（素材）を表

したものと認識されるにとどまると主張する。 

 しかしながら，小売等役務には，小売業の消費者に対する商品の販売行為は

含まれず（甲２８），小売役務の提供者は，それぞれ異なる商標が付された多

数の商品を仕入れ，販売しているから，小売役務の取引者は，当然，慎重に商

品を選択し，商標についての認識度は高くなり，商標の細かな違いであっても

区別する能力を備えている。ブランドが極めて重要であるファッション商品に

おいては，ブランドを介して取引者と需要者とは強く結びついているのであ

り，商品購入の際の注意力は，日用品などと比べて高いのであるから，なおさ

らである。 

 また，被服，履物，かばん類及び袋物というファッション商品においては，

性別や年齢は注意力に影響するものではない。 

 さらに，需要者が小売店に入店する際には，店の看板が目印となり，店の看

板は，店で取り扱う商品の品質表示とは明確に区別して需要者に認識される。

看板に用いられた商標が同じ構成態様で商品の値札に付されていたと仮定して
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も，店に入って値札を見たとたんに看板のことは忘れ，個別商品の商標とその

商品の品質表示の存在を無視し，看板の表示を売られている商品の品質表示と

混同し，その商品の品質表示であると認識する需要者はいない。商品の説明部

分の中に，看板である商標を用いることもない。ブランドが極めて重要である

ファッション商品においては，ブランドの管理を怠って商品説明と紛らわしい

ような表示をすれば命取りになるから，商標の使用態様には十分注意が払われ

るものである。 

３ 原告が出版している雑誌との関係に基づく識別標識としての機能について 

(1) 本願商標は，原告が発行する雑誌「ＮＹＬＯＮ／ＪＡＰＡＮ」（ＮＹＬ

ＯＮ誌。甲１）の題号に表されている小さな文字からなる「ＪＡＰＡＮ」を取

り去ったものである。ＮＹＬＯＮ誌は，米国で１９９９年（平成１１年）に創

刊されたファッション情報誌の日本版であり（甲１２），その紹介文によれば

「ヨーロッパ，アジア圏においても多くの読者を獲得しており，世界的に高く

評価されて」いるものであり（甲５），我が国においても，視聴率が１０％を

超える人気番組である「マツコとマツコ」において人気女性ファッション誌と

して取り上げられたり（甲７），２０１６年（平成２８年）４月２６日から同

月２９日までの間の雑誌売上ランキングで，「女性ファッション」のジャンル

で１位になったことがある（甲２５）。原告は，ＮＹＬＯＮ誌の題号と同じウ

ェブマガジンも発行している（甲１）。 

 本願役務であるファッション商品の小売に関する役務の需要者は，ファッシ

ョン情報に敏感な者であり，原告が出版する雑誌又はウェブマガジンを知って

いる。 

 したがって，ファッション商品の小売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供という本願役務に使用された本願商標に接する，ファッションに敏

感な需要者は，ＮＹＬＯＮ誌を想起し，本願商標の識別機能を認めるものであ

る。 

(2) 被告は，ＮＹＬＯＮ誌の発行部数や同種の雑誌に占めるシェアの推移が

明らかではないと主張するが，ＮＹＬＯＮ誌は，１０年以上発行され続けてい

る雑誌であり，昨今の雑誌不況の中，２０１５年（平成２７年）に２０万部を

発行し（甲７），２０１６年（平成２８年）に女性ファッション雑誌の売上ラ

ンキング１位になったのである（甲２５）。この事実によって，ＮＹＬＯＮ誌

の著名性を十分判断することができる。 

 本願商標に接する者全てがＮＹＬＯＮ誌を想起するほど著名とはいえない

が，ＮＹＬＯＮ誌の２０代を中心とした女性読者層（甲４）の中には，本願商

標とＮＹＬＯＮ誌とを関連付ける者も少なからずいるものと考えられる。現

に，前記２(2)のアンケートでは，５名がＮＹＬＯＮ誌の存在を認識してい

た。 

 また，「マツコとマツコ」という番組で紹介されたように，ＮＹＬＯＮ誌

は，「ＮＹＬＯＮ／ＪＡＰＡＮ」ではなく，「ＮＹＬＯＮ」の文字で特定さ
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れ，同視されている（甲７）。原告は，本願役務と同一の役務について，本願

商標と同一の文字書体からなる商標「ＮＹＬＯＮ／ＪＡＰＡＮ」について商標

権を有しているが（甲２９），本願商標の権利化は，ＮＹＬＯＮ誌の読者を守

るだけでなく，原告の今後の事業展開に資するものである。 

 

【判  断】 

１ 本願商標は，前記第２の１のとおり，欧文字の大文字「ＮＹＬＯＮ」を横

書きしたものである。その書体は，原告も自認するとおり，「Ｆｕｔｕｒａ」

と称する書体を太字で表したものと酷似したものであるが，「Ｆｕｔｕｒａ」

と称する書体は，セリフ（文字の線の端につけられる線・飾り）のない書体で

あるサンセリフ書体の一種であり，フリー百科事典「ウィキペディア（Ｗｉｋ

ｉｐｅｄｉａ）」の「サンセリフ」の項において，ジオメトリック・サンセリ

フ（直線や円弧など，幾何学的な図形により骨格が形成されているサンセリフ

体）の例の筆頭として取り上げられているほか，写真・イラスト，動画素材等

のダウンロード素材を販売するウェブサイトにおいて，定番フォントの１つと

されている（乙４，５，７）。また，文字からなる標章を太字で表すことも，

一般的に行われていることである（乙５～１１）。そして，本願商標は，この

書体により概ね同じ大きさで書かれた文字を，概ね等間隔に，横一列に配置し

たものである。 

 そうすると，本願商標は，欧文字の大文字「ＮＹＬＯＮ」を，一般に知られ

ている書体により，ありふれた大きさと配置で横書きしたにとどまるものであ

るから，これに接する需要者をして，外観上，特徴あるものとして強く印象付

けられるとはいえず，欧文字の大文字「ＮＹＬＯＮ」を普通に用いられる方法

で表示する標章のみからなる商標と認識されるにとどまるものと認められる。 

２(1) 本願商標を構成する欧文字の大文字「ＮＹＬＯＮ」は，合成繊維の一

種であるナイロンの欧文字表記「ｎｙｌｏｎ」を大文字で表したものと一致す

る（甲９の１～３）。 

 そこで，本願役務の取扱商品である被服，履物，かばん類及び袋物に関する

取引の実情について検討すると，次のとおり認められる。 

ア ナイロンは，現在はポリアミド系の合成高分子化合物の総称として用いら

れ，絹に似た光沢を持つ，強度の強い合成繊維として，各種の成型品として

も広く用いられている（甲９の１～３）。 

  そして，ナイロンは，本願役務の取扱商品である被服，履物，かばん類及

び袋物においても，原材料（素材）として用いられており（甲９の２，３，

１０の１～１０，乙８～３０），被服に関しては，ストッキング，靴下，下

着，レインコート，ドレスなどに幅広く使われているほか，ウールなどの繊

維を補強する目的で混紡され，特にニット製品に用いられている（甲９の

２，３，１０の４，乙１４）。また，かばん類に関しては，ナイロンが耐久

性，耐摩耗性が高く，軽量性に優れていることなどから，「かつてはビジネ
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スバッグといえば革製が主流でしたが，いまやナイロンがビジネスバッグ素

材の主流の座を取って代わったといっていいでしょう。」という評価がされ

ているほか，「男女問わず人気のトートバッグを，レザー・ナイロン・キャ

ンバスと，主要な３つの素材でＮＡＶＩ ＣＡＲＳがセレクト。」として，

ナイロンがトートバッグの主要な３つの素材のうちの１つであるとされてい

る（甲１０の１，２，乙１２，２１）。 

イ 本願役務の取扱商品である被服，履物，かばん類及び袋物を販売するウェ

ブサイトにおいて，次のとおり，「ＮＹＬＯＮ」という表記が，顧客に対し

商品の原材料（素材）を示すために用いられている。 

(ｱ) 「ＯＣＥＡＮ＆ＧＲＯＵＮＤ【オーシャンアンドグラウンド】／ＮＹＬ

ＯＮ ＺＩＰ ＪＡＣＫＥＴ」（甲１０の７，乙１６） 

(ｲ) 「ナイロンベスト／ＰＲＩＮＴＥＤ ＮＹＬＯＮ ＶＥＳＴ／トミーヒ

ルフィガー（メンズ）（ＴＯＭＭＹ）」（甲１０の８） 

(ｳ) 「ＹＢ－３１０５ ＮＹＬＯＮ ＴＷＩＬＬ ＪＡＣＫＥＴ（ＢＬＡＣ

Ｋ）」（乙９） 

(ｴ) 「ＲＩＰ－ＳＴＯＰ ＮＹＬＯＮ ＳＴＲＥＴＣＨ／ジップジャケット 

１６ＦＷ ＣＰＦＵ／チャンピオン（Ｃ３－ＨＳＣ０３）」（乙１０） 

(ｵ) 「ＮＹＬＯＮ ＦＵＬＬＺＩＰ ＪＡＣＫＥＴ－ナイロンフルジップジ

ャケットプリント対応」（乙１１） 

(ｶ) 「ＡＷＦ ＮＹＬＯＮ ＪＡＣＫＥＴ」（乙２８） 

(ｷ) 「【ＮＩＫＥ】ナイキ ＣＬＡＳＳＩＣ ＣＯＲＴＥＺ ＮＹＬＯＮ 

クラシック コルテッツ ナイロン ５３２４８７－０１８／１５ＳＵ Ａ

ＢＣＭＡＲＴ限定 ０１８ＷＧＲＹ／ＷＴ」（乙１７） 

(ｸ) 「ＢＡＧＧＵ／ＮＹＬＯＮ ＢＡＣＫ ＰＡＣＫ」（甲１０の５，乙１

５） 

(ｹ) 「ＮＹＬＯＮ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ！登場」（乙２９） 

ウ 前記イと同様に，本願役務の取扱商品である被服，履物，かばん類及び袋

物を販売するウェブサイトにおいて，「Ｎｙｌｏｎ」，「ｎｙｌｏｎ」又は

「ナイロン」という表記が，顧客に対し商品の原材料（素材）を示すために

用いられているものは，次のとおりである。 

(ｱ) 「Ｎｙｌｏｎ Ｊａｃｋｅｔ」（乙１８） 

(ｲ) 「ＤＡＮＴＯＮ／ｎｙｌｏｎ ｃｏａｔ」，「ナイロンコート」（乙１

９） 

(ｳ) 「セシール レディース ナイロンジャケット（撥水・花粉ガード）」

（乙２２） 

(ｴ) 商品一覧の分類の１つとして，「ナイロンジャケット」（乙２３） 

(ｵ) 「ジャケット／アウター」のカテゴリの１つとして「ナイロンジャケッ

ト」（乙２６） 

(ｶ) 「ｇｒｅｅｌｅｙ ｎｙｌｏｎ ｗｉｎｔｅｒ ｂｏｏｔ ｍｅｎ」，
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「グリーリー ナイロン ウィンター ブーツ メン」（甲１０の１０，乙

２５） 

(ｷ) 「ラ バガジェリー ＬＡ ＢＡＧＡＧＥＲＩＥ Ｎｙｌｏｎ ｒｏｕ

ｎｄ ｄｅｓｉｇｎ ボストンバッグ（ＢＬＡＣＫ）」（甲１０の６） 

(ｸ) 「ｔｏｂｉｕｏ／ｔｕｒｎ ｔｕｒｎ ｎｙｌｏｎ Ｓ」（乙８） 

(ｹ) 「ｎｙｌｏｎ ｄｏｔ ｓｈｏｅｓ ｂａｇ」，「ナイロンドットシュ

ーズバッグ」，「Ｎｙｌｏｎ Ｄｏｔｅｄ Ｓｈｏｅｓ Ｂａｇ」（乙２

０） 

(ｺ) 「エポキシナイロンショルダー（２８２８９）」，「ナイロンビジネス

バッグ◎（２８２４１）」，「ナイロンアーチトート（１８１２１）」（乙

２４） 

(ｻ) 「トートバッグ 素材を選びやすく，素材別でご案内します。」とし

て，「トートバッグ ナイロン」（乙２７） 

(ｼ) 「新作ナイロンバッグコレクション」（乙３０） 

エ 繊維製品品質表示規程（乙２）は，繊維製品の品質に関し表示すべき事項

として，被服については，繊維の組成を表示すべきものとし（１条，別表第

１），「繊維の組成の表示については，組成繊維であるすべての繊維の名称

を示す用語にそれぞれの繊維の混用率を百分率で示す数値を併記して表示」

することを遵守すべきものとしているが（３条１号），表示に際しナイロン

繊維を示すときには，指定用語として「ナイロン」又は「ＮＹＬＯＮ」を使

用しなければならないとしている（６条１項，別表第５）。 

(2) 前記(1)認定の取引の実情によれば，ナイロンは，本願役務の取扱商品で

ある被服，履物，かばん類及び袋物において，「ナイロンジャケット」のよう

に商品分類の１つとして用いられることがあるなど，相当程度利用されている

原材料（素材）であること，上記取扱商品の販売に当たっては，当該商品の原

材料（素材）がナイロンであることを示すために，「ナイロン」，「Ｎｙｌｏ

ｎ」，「ｎｙｌｏｎ」と共に「ＮＹＬＯＮ」の表示も少なからず用いられてお

り，「ＮＹＬＯＮ ＪＡＣＫＥＴ」や「ＮＹＬＯＮ ＶＥＳＴ」のように，

「ＮＹＬＯＮ」の後ろに商品の種別を示す名称を続けて利用されていることが

認められる。 

(3) 本願役務は，被服，履物，かばん類及び袋物の小売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供であり，取扱商品の品揃え，陳列，接客サービス

等といった最終的に取扱商品の販売により収益を上げるためのサービス活動を

いい，顧客の商品選択が容易となるように，商品の原材料（素材）その他の特

長等を説明することも含まれる。 

(4) 以上によれば，欧文字の大文字「ＮＹＬＯＮ」を普通に用いられる方法

で表示する標章のみからなる商標と認識される本願商標を，その指定役務に使

用した場合，これに接する需要者は，当該指定役務の小売の業務における取扱

商品である被服，履物，かばん類及び袋物の原材料（素材）として相当程度利
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用されているナイロンを表したものと認識するにとどまり，役務の出所を表示

するものと認識するとはいえないから，本願商標は，自他役務の識別力を欠く

ものと認められる。 

３(1) 原告は，本願商標は，各構成文字及び全体の構成態様に特徴があり，

「ＮＹＬＯＮ」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものではな

いし，本願商標に接するファッション商品の小売役務の需要者は，ブランド価

値を形成する重要なツールである商標に対する注意力が高い上，小売店舗にお

いて，商品に使用された商標，商品の原材料表示及び小売店舗の看板・制服・

カゴ等に使用された小売役務の提供主体を示す本願商標を十分に吟味できる環

境にあるから，本願商標に施されているデザインを十分認識することができる

と主張する。 

 しかしながら，本願商標が「Ｆｕｔｕｒａ」と称する一般に知られている書

体により，ありふれた大きさと配置で横書きしたにとどまるものであり，欧文

字の大文字「ＮＹＬＯＮ」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからな

る商標と認識されるにとどまることは，前記１のとおりである。原告主張の各

構成文字の特徴は，一般に知られている書体における特徴にすぎない上，凝視

して初めて気付く程度の微細な点であって，原告主張の構成態様の特徴と併せ

ても，これに接する需要者をして，外観上，特徴あるものとして強く印象付け

られるとはいえない。 

 そうすると，本願役務の需要者の商標に対する注意力の程度など，その余の

点を検討するまでもなく，原告の主張は，理由がない。 

(2) 原告は，「ＮＹＬＯＮ」は，商品の原材料の表示の一部として用いられ

ることはあるが，単独で被服，履物，かばん類及び袋物の原材料を表示するこ

とはなく，本願商標の文字書体により原材料を表示したものもない一方，本願

商標は，店舗の看板等において単独で使用するものであるから，これに接した

需要者は，本願商標の使用態様を見て，商品の原材料を表示したものではな

く，店舗の名称と認識することが可能であると主張する。 

 しかしながら，欧文字の大文字「ＮＹＬＯＮ」が，「ナイロン」，「Ｎｙｌ

ｏｎ」，「ｎｙｌｏｎ」と同様に，商品の原材料（素材）がナイロンであるこ

とを示すために用いられていることは，前記２(1)のとおりであり，法令上

も，「ＮＹＬＯＮ」は，ナイロン繊維を示す表示として「ナイロン」と選択的

に用いることが許容されている。また，本願商標の書体は，一般に知られてい

る書体にとどまり，当該書体により商品の原材料（素材）を表示することが不

自然なものとはいえないから，当該書体により商品の原材料（素材）を表示し

た証拠が提出されていないことをもって，本願商標に接した需要者が商品の原

材料（素材）を表したものと認識し得ない根拠とすることはできない。 

 さらに，本願商標が設定登録された場合，その使用態様は，原告主張のよう

な小売店舗の看板等において単独で使用する態様に制限されるものではなく，

本願役務には，顧客の商品選択が容易となるように，取扱商品の原材料（素
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材）その他の特長等を説明することも含まれることからすれば，本願商標をそ

の指定役務の取扱商品と共に使用する態様も想定されるのであって，本願商標

の使用態様を単独で使用する態様に限定して検討することは相当でない。 

 以上によれば，原告の主張は，理由がない。 

(3) 原告は，実施したアンケート結果に基づき，本願商標に接した需要者で

「ナイロン」と称呼することができない者が少なからず存在するが，本願商標

を読めない以上，商品の品質等の表示であると認識することはできないと主張

する。 

 しかしながら，本願役務の取扱商品である被服，履物，かばん類及び袋物を

販売するウェブサイトにおいて，当該商品の原材料（素材）がナイロンである

ことを示すために，「ＮＹＬＯＮ」という表記が少なからず用いられているこ

と，また，法令上も，「ＮＹＬＯＮ」という表記が，ナイロン繊維を示す表示

として「ナイロン」と選択的に用いることが許容されていることは，前記２

(1)のとおりであり，これらは，いずれも，本願役務の取扱商品の需要者にお

いて，「ＮＹＬＯＮ」という表記をもって，合成繊維のナイロンを指すことを

理解できることを前提としたものである。これに対し，原告主張のアンケート

（甲２６の１～１２８）は，その回答用紙を見る限り，冒頭に本願商標を示し

た上で，「★上の単語についてご質問★／下記①～③のいずれかにご記入又は

丸をつけてください。／あまり考えずにお願いいたします。／①読み： ／②

ぱっと見たところでは読むのは難しい。／③雑誌の名称である。」という形式

で回答を求めるものであるか，冒頭に「下記①～③のいずれかにご記入くださ

い。／ぱっと見てお願いいたします。」と記載して，その下に本願商標を示し

た上で，「①読み方： ／②読み方はよく分からない。ぱっとは読めない。

（←丸をつけてください。）／③雑誌の名称と知っている。（←丸をつけてく

ださい。）」という形式で回答を求めるものであって，本願役務と無関係に本

願商標の称呼を確認したものにすぎないから，回答者集団の適格性等を検討す

るまでもなく，本願商標が本願役務に使用された場合に，これに接した需要者

が合成繊維のナイロンを想起しないことを示すものとは認められない。 

 原告の主張は，理由がない。 

(4) 原告は，小売役務の提供者は，それぞれ異なる商標が付された多数の商

品を仕入れ，販売しているから，小売役務の取引者は，慎重に商品を選択し，

商標についての認識度は高くなり，商標の細かな違いであっても区別する能力

を備えており，ファッション商品においては，性別や年齢は注意力に影響する

ものではないし，また，需要者が小売店に入店する際には，店の看板は，店で

取り扱う商品の品質表示とは明確に区別して需要者に認識され，看板に用いら

れた商標が同じ構成態様で商品の値札に付されていたと仮定しても，個別商品

の商標とその商品の品質表示の存在を無視し，看板の表示を売られている商品

の品質表示であると認識する需要者はいないと主張する。 

 しかしながら，本願役務の取扱商品である被服，履物，かばん類及び袋物に
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は，ファッション性が高いものから生活必需品まで幅広い商品が含まれるか

ら，その小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供という指定役務

の需要者も，性別や年齢を問わず，ファッションに関心が高い者から低い者ま

で幅広い者が含まれるといわざるを得ないし，そのような幅広い需要者が，被

服，履物，かばん類及び袋物を選択する動機も，ブランドのみならず，デザイ

ン，機能，原材料（素材），価格など多様であるから，本願役務の取扱商品の

需要者の商標に対する注意力が格別高いものということはできない。 

 また，本願商標が設定登録された場合，その使用態様は，原告主張のような

小売店舗の看板に使用した上で，店内で使用するという態様に制限されるもの

ではないから，そのような使用態様に限定して検討することは相当でないし，

仮に小売店舗の看板に使用されていたとしても，被服，履物，かばん類及び袋

物（の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）の需要者には幅

広い者が含まれることからすれば，これらの商品を購入するに当たり，店舗の

看板を確認した上で入店する者ばかりであるということもできないから，看板

の表示との対比を理由として，本願商標が商品の原材料（素材）を表すもので

はないことを認識できるとはいえない。 

 原告の主張は，理由がない。 

(5) 原告は，本願役務の需要者は，ファッション情報に敏感な者であり，そ

の指定役務に使用された本願商標に接した需要者は，ＮＹＬＯＮ誌を想起し

て，本願商標の識別機能を認めると主張する。 

 しかしながら，本願役務の需要者には，性別や年齢を問わず，ファッション

に関心が高い者から低い者まで幅広い者が含まれることは，前記(4)のとおり

であって，ＮＹＬＯＮ誌の読者層である２０代を中心とした女性（甲４），す

なわち，競合誌の読者等を含むＮＹＬＯＮ誌の存在を知っていると考えられる

性別・年齢層よりも，むしろＮＹＬＯＮ誌の存在を知らないと思われる者の方

が多数を占めるのであるから，原告の主張は，既にその前提において失当であ

るし，ＮＹＬＯＮ誌の題号は，「ＮＹＬＯＮ／ＪＡＰＡＮ」であって，本願商

標と同一ではないところ，本願商標が本願役務に現に使用され，その使用実績

により自他役務の識別力（被告主張とは異なり，当該役務の出所が原告である

と認識されることまでは要しない。）を有することを認めるに足りる証拠もな

い。 

 原告の主張は，理由がない。 

４ 以上によれば，本願商標は，自他役務の識別力を欠くものであるから，商

標法３条１項６号の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを

認識することができない商標」に該当するものであり，本願商標が同号に該当

することを理由として登録することができないとした審決の判断に誤りはな

く，原告主張の審決取消事由は理由がない。 

 よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。 
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【論  評】 

１．本件は、標章「ＮＹＬＯＮ」を第３５類に属する一部の役務を指定した商標

登録出願に対する拒絶審決の取消請求事件であるが、原告（出願人）としては、

「ＮＹＬＯＮ」の文字はデザイン化しているから、普通に用いられる態様の文字

の範囲を脱していると主張したのである。しかし、この程度の文字態様では、い

わゆる標準書体をゴシック化したにすぎないものであり、ロゴ化したものとは

到底いえないから、自他役務の識別標識としての機能を欠くと判示されたが、当

然であろう。 

 

２．ところで、本願商標は自他役務の識別力を欠くものであることを理由に、商

標法３条１項６号の規定が適用されたが、６号以前に３号又は５号の適用も可

能であることを考慮すれば、同法３条２項により周知商標となっていることの

立証ができれば、登録の可能性もあったかも知れない。 

 しかし、原告が提出している証拠に表示されている態様は「ＮＹＬＯＮ」だけ

ではなく、すべて他の文字と常に一体になっている表示であるから、法３条２項

の適用を受けることは困難であるといわねばならないのである。 

 いずれにせよ、「ＮＹＬＯＮ」それ自体の文字標章では、第３５類に属する役

務についても自他役務を識別する機能を有するものとはいえない、と判示され

たのはやむを得ないのである。 

 

〔牛木 理一〕 


